
農 地 転 用 の 申 請

市街化区域の場合 （手数料はかかりません。）

提   出   物 部数 摘     要

① 農地転用等の通知書　　　 1部  各記入欄の記入漏れに注意して下さい。

② 誓約書 2部  組合員の住所氏名を記入して下さい。

① 土地改良区域内の農地転用の協議について 1部  転用事業計画の記入漏れに注意して下さい。

③ 位置図 1部  申請地が分かるように示して下さい。

⑤ 測量図または土地登記簿謄本 1部  分筆を行う場合のみ必要。

調整区域の場合 （手数料500円がかかります。）

提   出   物 部数 摘     要

② 農地転用協議証明書 3部  各記入欄の記入漏れに注意して下さい。

③ 誓約書 2部  組合員の住所氏名を記入して下さい。

① 土地改良区域内の一時農地転用の協議について 1部  転用事業計画の記入漏れに注意して下さい。

④ 位置図 1部  申請地が分かるように示して下さい。

⑥ 測量図または土地登記簿謄本 1部  分筆を行う場合のみ必要。

一時農地転用の場合 （決済金は不要ですが、手数料500円がかかります。）

提   出   物 部数 摘     要

転用面積　1㎡あたり１００円（非課税）

⑤ 測量図または土地登記簿謄本

② 一時農地転用協議証明書 3部  各記入欄の記入漏れに注意して下さい。

③ 位置図 1部  申請地が分かるように示して下さい。

④ 土地整理図（公図） 1部  申請地が分かるように示して下さい。

※ 賦課金は従来通り徴収されます。

決 済 金

摘     要

① 証明願 2部  各記入欄の記入漏れに注意して下さい。

③ 位置図 1部  申請地が分かるように示して下さい。

② 土地登記簿謄本 1部

④ 土地整理図（公図） 1部  申請地が分かるように示して下さい。

 コピーでも構いません。

④ 土地整理図（公図） 1部  申請地が分かるように示して下さい。

⑤ 土地整理図（公図） 1部  申請地が分かるように示して下さい。

（手数料500円がかかります。）

1部  分筆を行う場合のみ必要。

受益地外証明願の場合

提   出   物 部数


